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［事案 2020-296］契約解除取消等請求  

・令和 3年 9月 16 日 裁定打切り 

＜事案の概要＞ 

重大事由による契約解除を不服として、契約解除の取消しと先進医療給付金の支払いを求め

て申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

令和元年 11 月に白内障により、多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術を受けたため、令

和元年 5 月に契約した医療保険の先進医療特約にもとづき先進医療給付金を請求したところ、

告知義務違反および他社契約含め 5 社に重複して加入していることから重大事由に該当する

として契約が解除された。しかし、以下の理由により、契約解除を取り消して、給付金を支払

ってほしい。 

(1)5 社の先進医療特約は、代理店の同じ募集人からほぼ同時に加入したものであり、重大事

由に該当するというのであれば、契約時に募集人がその旨を伝えるべきである。 

(2)5 社に分散して加入した理由は、保険料と保障内容を分散させるためである。 

＜保険会社の主張＞ 

以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)申立人は、当社以外の 4 社から先進医療給付金を受け取っており、治療費の実額の約 4 倍

の給付を受けている。これは先進医療保障を目的とする経済的負担軽減の範囲を超えるも

のであるほか、投機的行為と言え、先進医療保障制度の目的に反する。 

(2)同時契約時に重大事由の該当について指摘すべきという申立人の意見は否定しないが、解

除権行使を妨げるものではない。 

(3)先進医療給付金は、重大事由発生時以後に支払事由が発生した場合は支払われない旨が約

款に記載されている。契約日の時点で先進医療の付保が 5 件に及んでおり、この時点で重

大事由が生じたため、給付金は支払えない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を把握する

ため、申立人および募集人に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

上記手続の結果、本件を判断するためには、契約者の実際の収入および生活状況、支払保険

料の合計額、他契約全ての給付金の支払履歴および給付の妥当性、各契約の加入の経緯ならび

に他の保険契約の有無および支払限度額等を総合的に勘案して判断しなければならず、これら

の事情を明らかにするためには、第三者に対する文書送付嘱託または文書提出命令あるいは尋

問等の手続きが必要となるところ、当審査会はこのような手続きを有していないため、裁定手

続を打ち切ることとした。 

 

 

 


